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手入れされていない果樹を伐採する様子（緑区佐野川）
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地域ぐるみで有害鳥獣対策を

行っています

緑区佐野川 地 区では、 地域住民が主体となり、 市の職員及びかながわ鳥獣被害対策支援センタ ー の職員と連携
しながら、 年に数回、 地域ぐるみで有害鳥獣対策を行っています。

今回は、 l 0人程度が参加し、 鳥獣のすみかにならないように、 雑木化してしまったサクランボの木を伐採し
ながら、 枝はその場でチップ化して処理し、 周辺に生い茂った雑草の草刈りをするとともに、 枯れてしまったキ
ウイを果樹棚から撤去する作業を行いました。

今後も、 市内各地で地域住民が主体的にこのような取組を進められるよう、 市や県が連携し、 環境づくりをし
ていくとともに、 農業委員会としても、 野生動物被害対策における周知をするなど、 鳥獣被害を少しでも減少さ
せることができるよう、 取り組んでいきます。

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和5年4月1日施行）により、農地 貸借の方法が
①農地中閾管理事纂による貸借と②農嬉法による貸借に限定 されます。
※生産緑地については引き続き、都市農地 貸借円滑化法による貸借が可能です。
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①農地中間筐理事藁

（農地中間管理機構を介した貸僭）

®利用権設定等促進事纂
（相対の利用権）

®農地法第3条
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①農地中闊管理事業
（農地中闊管珊機構を介した貸惜）

/ I®農地法第3条

「◎農地中閻管理事業とは

市街化区域以外の農地を対象に、県知 事の指定を受けた農地中間管理機構（公益社団法人神奈川県農業
会議）が農地を借り受け、 経営規模拡大や新規参入される方に貸し出すことにより、 農地利用の集積 ・ 集約
化を進める事業です。相談先はこれまでどおり下記へこ連絡ください。

― 
01日相 模 原 市域 相模原市農禦委員会事務周

椙模原市農協営農センター
〇津 久井地域 相模原市農業委員会事務局津久井事務所

神奈JIIつくい農協嘗農継済課

電話042-769-8292
電話042-762-4336
電話042-780-1 406 
電話042-784-9905

農業委員会委員視察を
行いました

令和7年2月12日実施
•かながわ鳥獣被害対策支援センター（平塚市）
・はだの都市農業支援センター（秦野市）
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鳥獣被害対策や 学校給食事業について、今後の活動の参考とするため、「かながわ鳥獣被害対策支援セ
ンタ ー」及び「はだの都市農業支援センタ ー」の職員に講義をいただきました。

「かながわ鳥獣被害対策支援センタ ー」では、鳥獣被害対策において礫境
整備 ・ 防護対策 ・ 加害個体の捕獲の3本柱をバランス良く継続すること 国屯生動物罹！害茂I 舅t
が大事であること、「はだの都市農業支援センタ ー」では、 秦野市における
有害鳥獣対策としてドロ ーンを活用した重点対策 事業が効果を上げてい 1．人里のエサをなくす
ること、 学校給食への地 場農産物の提供では、 行政と農協で役割分担し連 2かくれ場をなくす
携しながら取り組んでいることを学びました。今後の農業委員会としての
活動にも活かしてまいります。 3加害個体を捕獲する
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